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高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う農林水産省の対応 

 
今般、平成 23 年 2 月 2 日付け 22 総合第 1538 号及び 22 生畜第 2064 号並

びに 2 月 4 日付け 22 消安第 8647 号、22 総合第 1539 号及び 22 生畜第 2074

号をもって農林水産省から別添写しのとおり通知がありましたので、貴会関係

者に周知方お願いします。 

なお、このたびの通知は、①宮崎県、愛知県及び鹿児島県下の高病原性鳥イ

ンフルエンザ発生農場を中心とした移動制限区域内での感染確認検査等の結

果が陰性であったことを踏まえ、卵の移動制限区域からの出荷が順次再開され

るとともに、鶏肉についても移動制限区域の縮小により新たに設定される搬出

制限区域（半径 5ｋｍから 10ｋｍの範囲）で飼養される肉用鶏は、同区域内

の食鳥処理場への出荷、鶏肉への処理・加工、販売が可能となり、状況に応じ、

同区域外の処理場への出荷も認められることになるので、その旨の周知を図る

等して、引き続き鶏卵・鶏肉等の円滑な流通の確保に努めることについて、ま

た、②発生県産の家きんの卵及び肉の取り扱いについて、数件の小売店におけ

る当該県産の取り扱いはない等の不適切な表示の発見、スーパーマーケット２

社が当該県産であることを理由に取引拒否を行う等の事案が発生した旨の報

道があったことから、家きんの卵または肉の摂食により、同病が人に感染する

ことは世界的にも報告がなく、科学的根拠に基づかない対応は慎むべきとの認

識に立ち、再度、本病に関する適正な知識の普及について、それぞれ本会会員

等に対する指導及び周知が依頼されたものです。 
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